
令和８(2026)年度公共用水域水質常時監視等業務仕様書 

 

本仕様書は、栃木県(以下「甲」という。)が発注する令和８(2026)年度公共用水域水質常時監

視業務(以下「水質監視業務」という。)及び公共用水域における有機フッ素化合物調査（以下、

「有機フッ素化合物調査」という。）を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要

な事項を定めるものである。 

 

１ 委託業務内容 

(1) 栃木県の「令和８(2026)年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」(以下「測定計画」

という。)に基づく公共用水域の調査(河川調査、湖沼調査、水道水源調査) 

(2) 栃木県の「令和８(2026)年度公共用水域及び地下水における有機フッ素化合物調査要領」

（以下、「要領」という。）に基づく公共用水域(河川、湖沼)の有機フッ素化合物調査 

(3) 水生生物調査 

(4) 報告業務 

 

２ 実施方法 

(1) 測定計画に基づく公共用水域の調査 

測定計画のうち、栃木県が測定を行うこととなっている河川及び湖沼の測定地点におい

て、次のとおり水質監視業務を実施する。 

① 採水 

採水は次のとおり実施する。調査の概要は次表のとおりである。 

・ 採水日前日までの降雨及び天候の影響が少なく水質が安定した日に実施する。 

・ 採水位置は、当該地点を代表する場所とする。 

・ 採水時には、流量、採水位置、天候、採水時刻、全水深、採水水深、気温、水温、 

外観、色相、臭気、透視度(湖沼においては透明度)、電気伝導率、流況を観測する。 

流量は、他の観測値を採用できる場合はその数値をもって測定値とすることができ 

る。 

・ 降雨や工事等の影響で河川・湖沼の水質が安定していないと考えられる場合は、採 

水場所の変更、採水延期の有無について甲の指示を仰ぐ。 

調査地点 地点数 頻度・回数 時期 

河 

川 

環境基準点 48 
月１回(年12回)※１ 

毎月１回、月の上旬から

中旬の連続する３日間 補助地点 14 

湖 

沼 

湯ノ湖・中禅寺湖 11 月１回(年８回)※２ ４月～11月 

深山、塩原ダム貯水池 ２ 月１回(年４回) ５月、７月、９月、11月 

水道水源の調査地点 ３ 月１回(年４回) ５月、７月、８月、11月 



※１ 河川の補助地点におけるＢＯＤ等年６回の調査は、偶数月に実施する。 

※２ 中禅寺湖(水深 150m)は、５、８、10月に１回ずつ(年３回)実施する。 

 

② 分析 

分析は、測定計画に定める方法により実施する。 

また、ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌数、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素並びに揮

発性有機化合物は採水当日に分析に着手するものとし、その他の項目はできるだけ速やか

に分析する。 

③ プランクトンの調査 

中禅寺湖(St.4、St.6)及び湯ノ湖(St.3、St.5)において、４月から 11 月の期間に毎月

１回採取し、「令和６(2024)年度栃木県水質年表 第４章」と同様に分類、同定、計数を

行う。 

 

 (2) 要領に基づく公共用水域有機フッ素化合物調査 

要領に基づき公共用水域水質常時監視の河川及び湖沼の測定地点で、次のとおり有機フッ

素化合物調査を実施する。 

①  採水 

採水は次のとおり実施する。調査の概要は次表のとおりである。 

・ 公共用水域常時監視調査の 11月の採水と同時に採水する。 

・ 採水日前日までの降雨及び天候の影響が少なく水質が安定した日に実施する。 

・ 採水位置は、当該地点を代表する場所とする。 

・ 採水時には、流量、採水位置、天候、採水時刻、全水深、採水水深、気温、水温、 

外観、色相、臭気、透視度(湖沼においては透明度)、電気伝導率、流況を観測する。 

流量は、他の観測値を採用できる場合はその数値をもって測定値とすることができ 

る。 

・ 降雨や工事等の影響で河川・湖沼の水質が安定していないと考えられる場合は、採 

水場所の変更、採水延期の有無について甲の指示を仰ぐ。 

調査地点 地点数 頻度・回数 時期 

河川・環境基準点 48 月１回（年１回） 11月 

湖 

沼 

湯ノ湖・中禅寺湖 ２  月１回（年１回） 11月 

深山ダム貯水池 １ 月１回（年１回） 11月 

②  分析 

分析は、環境省が定める方法により実施する。なお、報告下限値は２ng/L とする。 

 

(3) 水生生物の調査 



那珂川水系及びその他の水系の環境基準点である、次表の 17 地点において、５月及び

11月に採取し、分類、同定、計数を行う。調査方法・分類等は別添「水生生物による水質

評価法マニュアル－日本版平均スコア法－」のとおりとする。 

調査河川 調査地点 時期 

那珂川(1) 恒明橋 

５月 

11 月 

那珂川(2) 新那珂橋 

那珂川(2) 野口 

高雄股川 高雄股橋 

湯川 湯川橋 

余笹川 川田橋 

黒川 新田橋 

松葉川 末流 

箒川 箒川橋 

蛇尾川 宇田川橋 

武茂川 更生橋 

荒川 向田橋 

内川 旭橋 

江川 末流 

逆川 末流 

押川 越地橋 

西仁連川 武井橋 

 

 

 

(4) 報告業務 

① 公共用水域の調査結果 

ア 毎月採水日翌月の 15 日(３月採水分は３月末)までに報告する。報告書には、次の資

料を添付し、磁気媒体及び書面で各１部提出する。 

・ 様式１ 水系別採水時の特記事項 

・ 様式２ 測定結果 

・ 様式３ ＢＯＤ・ＣＯＤ・大腸菌数測定結果 

・ 様式４ 環境基準点別ＢＯＤ・ＣＯＤ測定結果表 

・ 採水日、採水時刻及び測定地点名を表示した採水時の写真 

イ 甲が別途提供する宇都宮市及び国土交通省の測定結果を用いて様式４を作成し、毎月



宇都宮市及び国土交通省の採水日翌々月の 15 日(３月採水分は翌月末)までに磁気媒体

及び書面で各１部提出する。 

ウ ア及びイを「環境省水質監視情報管理報告システム入力支援ツール」へ入力し、四半

期毎に磁気媒体で１部提出する。 

エ 水道水源の調査結果を四半期毎に取りまとめ、翌月 15 日までに、磁気媒体で１部提

出する。 

オ プランクトンの調査結果を「令和６(2024)年度栃木県水質年表 第４章」のとおりに

取りまとめ、出現種リストを添付し１月末までに磁気媒体及び書面で各１部提出する。 

 

② 公共用水域有機フッ素化合物調査 

ア 有機フッ素化合物調査は、採水実施後 20 日以内に電子メールで速報を報告し、採水

実施後 30 日以内に計量証明書を及び様式５を提出する。様式５を除いた報告書は 12 月

末までに提出する。報告書には、次の資料を添付し、磁気媒体及び書面で各１部提出す

る。 

・ 様式１ 水系別採水時の特記事項 （①と同一） 

・ 様式２ 測定結果        （①と同一） 

・ 様式５ 有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）結果（参考値等として、PFOS（直鎖

体及び分岐異性体）、PFOS（直鎖体）、PFOA（直鎖体及び分岐異性体）及び PFOA

（直鎖体）の値も記載すること） 

・ 採水日、採水時刻及び測定地点名を表示した採水時の写真（①と同一） 

イ アを「環境省水質監視情報管理報告システム入力支援ツール」へ入力し、１月末まで

に磁気媒体で１部提出する。 

 

③ 水生生物の調査結果 

「令和６(2024)年度栃木県水質年表 第５章」のとおりに取りまとめ、出現種リストを

添付し１月末までに磁気媒体及び書面で各１部提出する。 

 

(5) その他 

① 採水時の留意事項 

河川において異常な臭気又は魚類の浮上等異常な事態を発見した場合は、現場において

可能な範囲で原因を究明し、速やかに甲に連絡し、報告書にその概況を付記する。 

② 分析時の留意事項 

測定計画に基づく公共用水域の調査について、環境基準値を超過した場合、または報告

下限値を超えて健康項目が検出された場合は、速やかに甲に連絡する。また、その試料

は、甲の指示があるまで保存する。 

要領に基づく公共用水域有機フッ素化合物調査について、指針値を超過した場合は、速



やかに甲に報告する。また、その試料は、甲の指示があるまで保存する。 

③ 渡良瀬川上流の調査に係る特記事項 

本仕様書で定める事項のほか、別紙「渡良瀬川上流の調査に係る特記事項」に基づき委

託業務を実施する。 

 

３ 業務主任技術者 

乙は、業務に関する業務主任技術者を定め、契約締結後１週間以内に書面で甲に報告しなけ

ればならない。また、業務主任技術者を変更した場合は、変更後１週間以内に書面で甲に報告

しなければならない。 

 

４ 業務日程 

(1) 乙は、年間の水質監視業務日程表を作成し、契約締結後１週間以内に甲に提出する。 

(2) 乙は、河川・湖沼の状況、気象状況等により日程を変更する場合は、随時甲の承認を受け

る。 

(3) 乙は、湖沼調査に関係する発電所及びダム貯水池の管理者に対して、契約締結後１週間以

内に業務日程を提示する。 

 

５ 湖沼における調査船の使用 

中禅寺湖の調査には、甲が所有する「水質調査船」を使用する。使用する際には、始動時の

点検、気象条件等に充分留意し、事故の発生防止に努め、船の故障等異常があった場合は、速

やかに甲に連絡する。 

中禅寺湖以外の調査には、乙が手配した傭船を使用し、これに係る費用は乙が負担する。 

 

６ 再委託の禁止 

乙は、この委託業務の一部又は全部を他の者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書

面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。 

 

７ 必要物品等 

  この委託業務を実施する上で必要な物品及び消耗品等は、すべて乙の負担とする。 

 

８ 精度管理 

(1) 調査結果の信頼性を確認するため、原則として次のとおり精度管理を行う。 

① 甲は、委託契約締結後できるだけ早期に、乙の事業所への立入検査を行う。 

② 甲は、水質監視業務の委託期間中に１回以上、乙が行う試料採取に立ち会う。 

③ 乙は、甲が別に定める方法により、既知濃度試料の分析を行い、甲に報告する。 

(2) 甲が必要と認めた場合、甲は乙に対し追加説明、資料等の提出、再採水及び再分析を求め



ることができる。 

 

９ その他 

(1) 測定値等に問題があると認められた場合、甲は乙に対し追加説明、資料等の提出、再採水

及び再分析を求めることができる。 

(2) 委託料の支払いは四半期ごとに行うものとする。 

(3) この仕様書に定めのないことは、甲と乙が協議して定める。 

(3) 報告書の提出先及び連絡先 

栃木県環境森林部環境保全課水環境担当 

TEL 028-623-3189 



渡良瀬川上流の調査に係る特記事項 

 

 本特記事項は、令和８(2026)年度公共用水域水質常時監視等業務における渡良瀬川上流に係る

調査について、令和８(2026)年度公共用水域水質常時監視等業務仕様書によるほか、必要な事項

を定めるものである。 

 

１  調査 

調査の概要は次表のとおり。 

調査地点 採水頻度 分析項目及び頻度 

沢入発電所 

渡良瀬川取水堰 

１回/月 

(12 回/年) 

・毎月 

ｐＨ,ＢＯＤ,ＣＯＤ,ＳＳ,ＤＯ,大腸菌数 

銅,砒素,カドミウム,鉛,全亜鉛 

・２回/年(※) 

全燐,全窒素,界面活性剤（ＭＢＡＳ） 

※５～８月及び 11月～２月に１回ずつ実施すること。 

２ 採水 

採水は、今市発電所管理事務所の指示に従い実施すること。 

 

３ 報告 

分析の結果が以下のいずれかに該当するときは、当該項目について結果を速やかに甲に連絡

すること。また、その試料は、甲の指示があるまで保存すること。 

(1) 環境基準値を超過した場合 

(2) カドミウム又は鉛が報告下限値を超えて検出された場合 

(3) 銅が 0.91mg/L 以上の値となった場合 

(4) 砒素が 0.004mg/L 以上の値となった場合 

 


